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佐 久 市 教 育 員 会 告 示 第 １ ８ 号  

    

  

 

「 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 」 を 別 紙 の よ う に

定 め る 。  

 

令 和 8 年 ５ 月 １ 日  

 

佐 久 市 教 育 委 員 会  

佐 久 市 教 育 長  神 津  長 生  

 

  



2 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、中 学 校 の 休 日 部 活 動 の 地 域 展 開 に お い て 、学 校

部 活 動 の 教 育 的 意 義 を 継 承 し 、中 学 生 に 対 し て 豊 か な ス ポ ー ツ 、文

化 芸 術 活 動 等 の 機 会 を 提 供 す る 団 体 に つ い て 、 佐 久 市 教 育 委 員 会

（ 以 下  「 教 育 委 員 会 」と い う 。）が 地 域 ク ラ ブ 活 動 と し て 認 定 を 行

う に 当 た り 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 認 定 要 件 ）  

第 ２ 条  地 域 ク ラ ブ 活 動 と し て 認 定 を 受 け る た め に は 、 次 に 掲 げ る

全 て の 要 件 を 満 た さ な け れ ば な ら な い 。た だ し 、教 育 委 員 会 が 特 に

認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ １ ） 佐 久 市 内 に 活 動 拠 点 の あ る 地 域 ク ラ ブ 活 動 で あ る こ と 。  

（ ２ ）佐 久 市 立 中 学 校 に 在 籍 し て い る 全 て の 中 学 生 を 対 象 と し 、学 校

部 活 動 の 受 け 皿 と な る 団 体 で あ り 、 大 会 出 場 の た め に 編 成 さ れ

た 地 域 ク ラ ブ 活 動 で は な い こ と 。  

（ ３ ）文 部 科 学 省 が 策 定 し た  「 部 活 動 改 革 及 び 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 推 進

等 に 関 す る 総 合 的 な ガ イ ド ラ イ ン 」（ 以 下  「 ガ イ ド ラ イ ン 」と い

う 。）、教 育 委 員 会 が 策 定 し た  「 佐 久 市 部 活 動 地 域 移 行 の 方 針 」及

び  「 佐 久 市 内 小 中 学 校 に お け る 部 活 動 等 の 基 本 方 針 」に 沿 っ た 活

動 を 行 う こ と 。  

（ ４ ） 適 切 な 休 養 日 等 を 設 定 し て い る こ と 。  

（ ５ ）活 動 状 況 等 に つ い て 、在 籍 校 及 び 教 育 委 員 会 と 情 報 共 有 を 定 期

的 に 行 う こ と 。  

（ ６ ）指 導 者 に つ い て は 、ガ イ ド ラ イ ン に 定 め る と こ ろ に よ り  「 認 定

地 域 ク ラ ブ 活 動 指 導 者 」 と し て 登 録 、 研 修 等 を 行 う こ と 。  

（ ７ ） 適 切 な 団 体 の 運 営 及 び 活 動 を 行 う た め の 活 動 計 画 が 整 備 さ れ

て お り 、 保 護 者 に 十 分 な 説 明 が さ れ て い る こ と 。  

（ ８ ）営 利 目 的 で は な く 、持 続 可 能 で 適 切 な 会 費 が 設 定 さ れ て お り 、

会 計 に つ い て は 、公 正 か つ 適 切 な 処 理 を 行 い 、透 明 性 を 確 保 す る

た め に 関 係 者 に 対 す る 情 報 開 示 を 行 う こ と 。  

（ ９ ） 活 動 中 の 事 故 や ト ラ ブ ル 等 に 対 す る 管 理 責 任 の 所 在 が 明 確 で

あ る こ と 。  
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（ 認 定 申 請 ）   

第 ３ 条  認 定 を 受 け よ う と す る 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 代 表 者 （ 以 下 「 申

請 者 」 と い う 。） は 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 誓 約 書 兼 申 請 書

（ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 、 教 育 委 員 会 に 申 請

し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 要 件 確 認 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

（ ２ ） 団 体 の 規 約 、 会 則 等  

（ ３ ） 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 活 動 計 画 書  

（ ４ ） 地 域 ク ラ ブ 活 動 に 係 る 収 支 計 画 書 （ 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 実 施 主

体 等 が 個 人 事 業 主 、 株 式 会 社 等 の 場 合 に 限 る 。）  

（ ５ ） そ の 他 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 認 定 手 続 ）   

第 ４ 条  教 育 委 員 会 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 、 必

要 に 応 じ て 聞 き 取 り 、 現 地 確 認 等 を 行 い 、 申 請 内 容 を 審 査 し 、 第

２ 条 の 認 定 要 件 を 満 た す と 認 め る と き は 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ

活 動 認 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

２  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 審 査 の 結 果 、 認 定 し な い こ と

と し た と き は 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 不 認 定 通 知 書 （ 様 式 第

４ 号 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  教 育 委 員 会 が 自 ら 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 運 営 団 体 ・ 実 施 主 体 と な

り 、 第 ２ 条 の 認 定 要 件 に 沿 っ て 地 域 ク ラ ブ 活 動 を 実 施 す る 場 合 に

は 、 当 該 地 域 ク ラ ブ 活 動 は 、 認 定 を 受 け た も の と み な す 。  

（ 認 定 の 有 効 期 間 ）  

第 ５ 条  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 認 定 を 受 け た 日 の 属

す る 年 度 の 翌 々 年 度 の 末 日 ま で と す る 。  

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 ６ 条  第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 通 知 書 を 受 け た 認 定 地 域 ク

ラ ブ 活 動  （ 以 下  「 認 定 地 域 ク ラ ブ 」と い う 。）が 認 定 に 係 る 事 項 に

変 更  （ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。）が 生 じ た と き は 、速 や か に 佐 久 市 認 定

地 域 ク ラ ブ 活 動 変 更 届 出 書  （ 様 式 第 ５ 号 ）に よ り 教 育 委 員 会 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 休 止 の 届 出 ）  



4 

第 ７ 条  認 定 地 域 ク ラ ブ が 活 動 を 休 止 す る 場 合 に は 、 速 や か に 佐 久

市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 休 止 の 届 出 書  （ 様 式 第 ６ 号 ）に よ り 教 育 委 員

会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 認 定 取 消 し の 申 出 ）  

第 ８ 条  認 定 地 域 ク ラ ブ が 活 動 を 廃 止 す る 場 合 に は 、 速 や か に 佐 久

市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 取 消 し 申 出 書  （ 様 式 第 ７ 号 ）に よ り 教 育

委 員 会 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 認 定 の 取 消 し ）   

第 ９ 条  教 育 委 員 会 は 、 認 定 地 域 ク ラ ブ が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。   

（ １ ） 偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 認 定 を 受 け た と き 。  

（ ２ ）運 営 や 活 動 内 容 が 著 し く 不 適 当 と 認 め ら れ 、教 育 委 員 会 に よ る

指 導 助 言 等 に よ っ て も 、 そ の 改 善 を 期 待 す る こ と が で き な い と

き 。  

（ ３ ）認 定 地 域 ク ラ ブ の 運 営 団 体  ・実 施 主 体 か ら 前 条 の 規 定 に よ り 認

定 取 消 し の 申 出 が あ っ た と き 。  

（ ４ ） 認 定 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。  

（ ５ ） そ の 他 教 育 委 員 会 が 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 と し て 不 適 当 と 認 め

た と き 。  

２  教 育 委 員 会 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 取 り 消 し た と き は 、佐

久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 取 消 通 知 書  （ 様 式 第 ８ 号 ）に よ り 、認

定 地 域 ク ラ ブ に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 調 査 等 ）  

第 １ ０ 条  教 育 委 員 会 は 、 認 定 地 域 ク ラ ブ の 取 消 し 等 に 関 し て 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、認 定 地 域 ク ラ ブ に 対 し 、必 要 な 書 類 及 び 関

係 資 料 の 閲 覧 又 は 提 供 を 求 め る こ と が で き る 。  

２  教 育 委 員 会 は 、前 項 の 規 定 に よ る 関 係 資 料 の 閲 覧 又 は 提 供 、聞 き

取 り 、現 地 確 認 等 に よ り 、認 定 地 域 ク ラ ブ の 取 組 状 況 等 を 把 握 し 、

こ の 要 綱 に よ る 認 定 の 趣 旨 に 照 ら し 、ふ さ わ し く な い 体 制 の 整 備 、

行 動 等 が あ っ た 認 定 地 域 ク ラ ブ に 対 し 、 必 要 な 指 導 助 言 等 を 行 う

も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、
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教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 。  

附  則   

（ 施 行 期 日 ）   

１  こ の 要 綱 は 、 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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様 式 第 1 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

   年   月   日  

  

（ 申 請 先 ） 佐 久 市 教 育 委 員 会  

 

 

     団 体 名                

代 表 者 氏 名              

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 誓 約 書 兼 申 請 書  

 

地 域 ク ラ ブ 活 動 と し て の 認 定 申 請 を す る に 当 た り 、 次 の 事 項 を 誓

約 の 上 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 第 ３ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。  

 

（ 誓 約 事 項 ）  

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 要 件 を 遵 守 し 、 本 申 請 書 及 び 添 付 書 類 に

記 載 し た 内 容 に 沿 っ て 活 動 を 行 い ま す 。  

２  申 請 内 容 の う ち 認 定 に 係 る 事 項 に 変 更 （ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。）

が 生 じ た 場 合 は 速 や か に 届 け 出 ま す 。  

３  教 育 委 員 会 か ら の 指 導 助 言 等 が あ っ た 場 合 は 、 真 摯 に 対 応 し ま

す 。  
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別 紙  

１  団 体 名   

２  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称   

３  代 表 者 氏 名   

４  住所又は所在地、連絡先  〒  

 

TEL   ：  

E-mail：  

５  活 動 種 目   

 

６  活 動 内 容   

 

７  参 加 者 数  全 体    名 （ う ち 、 中 学 生   名 ）  

８  募 集 対 象 者  小 学 生 未 満   小 学 生   中 学 生   

高 校 生   成 人  

９  募集対象区域（エリア）   

10  活 動 時 間 及 び 活 動 場 所   

 

 

 

11  参 加 費 、 保 険 料 な ど の  

受 益 者 負 担  

参 加 費 ：      円 ／ 月  

保 険 料 ：      円 ／ 年  

そ の 他 ：      円 ／ 年  

12  添 付 書 類  ①  佐久市認定地域クラブ活動認定要件

確認書（ 様 式 第 ２ 号 ）  

②  団 体 の 規 約 、 会 則 等  

③  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 活 動 計 画 書  

④  地域 ク ラブ 活 動 に係 る 収支計 画書

（地域 クラブ 活動 の 実施主 体等が 個

人事業 主 、 株 式会 社 等 の 場 合に 限

る 。）  
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様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 

  年   月   日  

 

（ 提 出 先 ） 佐 久 市 教 育 委 員 会  

 

 

団 体 名             

代 表 者 氏 名             

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 要 件 確 認 書  

 

地 域 ク ラ ブ 活 動 と し て の 認 定 申 請 を す る に 当 た り 、 次 の 要 件 を 確

認 し ま し た 。  

 

①  学 校 部 活 動 が 担 っ て き た 教 育 的 意 義 を 継 承 ・ 発 展 さ せ た 活 動 で あ

り 、 生 徒 が 身 近 な 地 域 で 希 望 す る 活 動 に 主 体 的 に 参 加 で き る よ う

に す る こ と で 、 豊 か で 幅 広 い 活 動 機 会 の 保 障 に 寄 与 す る も の で あ

る こ と 。  

⃞  生 徒 ※ １ の 自 主 的 ・ 主 体 的 な 参 加 に よ る 活 動 ※ ２ で あ り 、 競 技 性

や 成 果 の み に 偏 重 す る の で は な く 、 生 徒 が 継 続 的 に ス ポ ー

ツ ・ 文 化 芸 術 活 動 に 親 し む 機 会 を 確 保 し 、 生 涯 に わ た っ て ス

ポ ー ツ や 文 化 芸 術 を 楽 し み 、 豊 か に 関 わ る た め に 必 要 な 資

質 ・ 能 力 等 を 育 て る こ と を 目 指 し た 活 動 で あ る こ と 。  

⃞  教 育 委 員 会 が 定 め る 対 象 区 域 内 に 居 住 す る 生 徒 を 主 な 対 象 と

し た 活 動 で あ る こ と 。 ま た 、 競 技 力 強 化 等 の 観 点 か ら 広 域 か

ら 生 徒 を 集 め る も の で は な い こ と 。  

⃞  選 抜 等 を 行 わ ず 、 参 加 を 希 望 す る 生 徒 を 広 く 受 け 入 れ る こ

と 。 ※ ３  

※ １  中 学 校 等 の 生 徒 を 主 な 対 象 と す る が 、 小 学 生 や 高 校 生 、 大 人 等 と 一

緒 に 活 動 す る 多 世 代 の 取 組 を 排 除 す る も の で は な い 。 以 下 同 じ 。  

※ ２  児 童 ・ 生 徒 へ の ア ン ケ ー ト 調 査 や 生 徒 に よ る ワ ー ク シ ョ ッ プ 、 生 徒

に よ る 活 動 目 標 ・ 活 動 計 画 の 話 し 合 い な ど 生 徒 の ニ ー ズ や 意 見 等 が 反 映

さ れ る 仕 組 み を 設 け る と と も に 、 生 徒 の ニ ー ズ に 応 じ た 多 種 多 様 な プ ロ

グ ラ ム を 提 供 す る こ と が 期 待 さ れ る 。  
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※ ３  部 活 動 の 地 域 展 開 は 、 障 害 の あ る 生 徒 や 運 動 が 苦 手 な 生 徒 等 を 含

め 、 全 て の 生 徒 が 希 望 に 応 じ て 多 種 多 様 な 活 動 に 参 加 で き る 環 境 を 整 備

す る こ と を 理 念 と し て お り 、 そ の こ と を 十 分 に 踏 ま え て 対 応 す る こ と 。  

 

 

②  適 切 な 活 動 時 間 や 休 養 日 が 設 定 さ れ て い る こ と 。  

⃞  生 徒 の 心 身 の 成 長 に 配 慮 し て 健 康 に 生 活 を 送 れ る よ う 、 週 ２

日 以 上 の 休 養 日 を 設 定 し 、 活 動 時 間 は 、 平 日 は １ 日 ２ 時 間 程

度 以 内 、 休 日 は １ 日 ３ 時 間 程 度 以 内 と し 、 週 当 た り の 活 動 時

間 は １ １ 時 間 程 度 の 範 囲 内 と す る こ と 。 そ の 上 で 、 で き る だ

け 短 時 間 で 合 理 的 か つ 効 率 的 ・ 効 果 的 な 活 動 と な っ て い る こ

と 。 ※ １  

⃞  年 間 の 活 動 計 画 （ 活 動 日 、 休 養 日 及 び 参 加 予 定 大 会 の 日 程

等 ） や 毎 月 の 活 動 計 画 （ 活 動 日 時 ・ 場 所 、 休 養 日 及 び 大 会 参

加 日 等 ） を 策 定 し 、 公 表 し て い る こ と 。  

※ １  例 え ば 、 将 来 的 に は 平 日 も 含 め て 地 域 展 開 を 目 指 す こ と を 前 提 に 、

当 面 、 平 日 は 学 校 部 活 動 を 実 施 し 、 休 日 の み 地 域 ク ラ ブ 活 動 を 実 施 す る

場 合 に は 、 原 則 と し て 、 休 日 の 地 域 ク ラ ブ 活 動 に お い て 、 少 な く と も １

日 以 上 の 休 養 日 を 設 け る 。 た だ し 、 平 日 の 学 校 部 活 動 と 休 日 の 地 域 ク ラ

ブ 活 動 の 組 み 合 わ せ の 工 夫 な ど 、 多 様 な 形 態 が あ り 得 る 。 例 え ば 、 改 革

の 進 展 に 伴 い 、 体 制 の 充 実 し た 休 日 に 活 動 の 中 心 が シ フ ト し て い く こ と

も 想 定 さ れ る と こ ろ 、 週 当 た り の 活 動 時 間 が  11 時 間 程 度 の 範 囲 内 に

収 ま り 、 か つ 、 週 ２ 日 以 上 の 休 養 日 が 設 け ら れ る の で あ れ ば 、 平 日 の 活

動 を 週 ３ 日 以 内 に 抑 え つ つ 休 日 に ２ 日 間 連 続 し て 活 動 を 行 う な ど 、 柔 軟

な 対 応 を 行 う こ と も 可 能 。  

 

③  活 動 の 維 持 ・ 運 営 に 必 要 な 範 囲 で 、 可 能 な 限 り 低 廉 な 参 加 費 等 が

設 定 さ れ て い る こ と 。  

⃞  活 動 を 持 続 可 能 な も の と す る た め 、 指 導 者 に 対 す る 謝 金 は 一

人 １ 時 間 あ た り １ ， ６ ０ ０ 円 を 目 安 と し 、 ま た 国 が 示 す 参 加

費 等 の 金 額 の 目 安 を 踏 ま え 、 活 動 の 経 常 的 な 維 持 ・ 運 営 経 費

に 対 す る ク ラ ブ 員 の 負 担 は 、 一 人 １ か 月 あ た り １ ， ０ ０ ０ 円

を 目 安 に 設 定 す る こ と 。  

 

④  適 切 な 指 導 の 実 施 体 制 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

⃞  地 域 ク ラ ブ 活 動 に お い て 指 導 や 指 導 補 助 、 見 守 り 等 を 行 う 人

材 （ 以 下 「 指 導 人 材 」 と い う 。） が 、 暴 力 ・ 暴 言 ・ ハ ラ ス メ ン
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ト 、 い じ め 、 無 視 等 の 行 為 は 、 許 さ れ な い 行 為 で あ る こ と を

理 解 し 、 自 ら こ う し た 行 為 を 行 わ な い と と も に 、 参 加 生 徒 同

士 の こ う し た 行 為 も 許 さ な い こ と を 誓 約 す る こ と 。  

⃞  教 育 委 員 会 が 定 め る 研 修 を 受 講 し 、 長 野 県 又 は 教 育 委 員 会 に

登 録 さ れ た 指 導 人 材 が 活 動 に 携 わ る こ と 。  

⃞  持 続 的 ・ 安 定 的 な 活 動 を 確 保 す る と と も に 、 事 故 や 暴 力 ・ 暴

言 ・ ハ ラ ス メ ン ト 等 の 不 適 切 行 為 を 防 止 す る 観 点 か ら 、 原 則

と し て 、 複 数 の 指 導 人 材 が 携 わ る こ と 。 ※ １  

※ １  複 数 の 指 導 人 材 が 活 動 に 携 わ る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、 佐 久 市 の 職
員 ・ コ ー デ ィ ネ ー タ ー や 運 営 団 体 の 職 員 等 に よ る 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 実 施
主 体 へ の 巡 回 指 導 を 適 切 に 実 施 す る こ と 等 に よ り 、 事 故 防 止 や 暴 力 ・ 暴
言 ・ ハ ラ ス メ ン ト 等 の 不 適 切 行 為 の 防 止 を 図 る こ と 。  

 

⑤  適 切 な 安 全 確 保 の 体 制 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

⃞  生 徒 の 発 達 段 階 や 健 康 の 状 態 、 気 温 や 湿 度 、 暑 さ 指 数

（ WBGT） 等 の 環 境 を 考 慮 の う え 、 適 切 な 指 導 内 容 や 活 動 時

間 、 休 息 時 間 、 水 分 補 給 の 機 会 等 を 設 定 す る と と も に 、 活 動

場 所 の 管 理 主 体 と 連 携 し た 施 設 ・ 設 備 ・ 用 具 の 点 検 等 を 行

い 、 事 故 防 止 を 徹 底 す る こ と 。  

⃞  教 育 委 員 会 、 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 運 営 団 体 ・ 実 施 主 体 、 活 動 場

所 の 管 理 主 体 等 と の 間 で 、 あ ら か じ め 、 事 故 等 が 発 生 し た 場

合 の 対 応 や 責 任 関 係 等 を 明 確 化 し て い る こ と 。  

⃞  保 護 者 や 関 係 機 関 へ の 緊 急 時 の 連 絡 体 制 の 整 備 等 を 行 い 、 事

故 発 生 時 の 対 応 を 適 切 に 行 う こ と 。  

⃞  参 加 者 及 び 指 導 人 材 が 、 自 身 の 怪 我 等 を 補 償 す る 保 険 や 個 人

賠 償 責 任 保 険 に 加 入 し て い る こ と 。  

 

⑥  適 切 な 運 営 体 制 が 確 保 さ れ て い る こ と 。  

⃞  次 の 内 容 を 含 む 規 約 等 ※ １ を 作 成 ・ 公 表 し て い る こ と 。 ま た 、

関 係 法 令 を 遵 守 す る と と も に 、 規 約 等 に 基 づ き 適 切 な 運 営 が

行 わ れ て い る こ と 。 ※ ２  

・  団 体 の 目 的 に 関 す る こ と 。  

・  役 員 （ 代 表 、 副 代 表 、 会 計 、 監 事 ※ ３ ） の 選 任 ・ 解 任 に 関 す る

こ と 。  

・  総 会 の 運 営 な ど 団 体 の 意 思 決 定 に 関 す る こ と 。  
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・  会 員 の 入 退 会 、 参 加 費 等 に 関 す る こ と 。  

・  予 算 ・ 決 算 の 審 議 ・ 承 認 に 関 す る こ と 。   

⃞  公 正 か つ 適 切 な 会 計 処 理 が 行 わ れ 、 透 明 性 を 確 保 す る た め に

関 係 者 に 対 す る 情 報 開 示 が 適 切 に 行 わ れ て い る こ と 。  

⃞  営 利 を 主 た る 目 的 と せ ず に 運 営 す る こ と 。 ※ ４  

⃞  大 会 ・ コ ン ク ー ル に 参 加 す る 場 合 に は 、 そ の 運 営 に 積 極 的 に

協 力 す る こ と 。  

※ １  運 営 団 体 ・ 実 施 主 体 を 全 体 と し て 評 価 し 、 実 質 的 に 適 切 な 運 営 体 制

が 確 保 さ れ て い れ ば 差 し 支 え な い 。  

※ ２  日 本 ス ポ ー ツ 協 会 の 総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 登 録 制 度 の 登 録 ク ラ

ブ の 場 合 に は 、 確 認 事 項 の 一 部 を 満 た し て い る と 判 断 す る 。  

※ ３  団 体 の 持 続 的 ・ 安 定 的 な 運 営 を 確 保 す る と と も に 、 適 切 な ガ バ ナ ン

ス を 確 保 す る 観 点 か ら 、 原 則 と し て 、 代 表 、 副 代 表 、 会 計 及 び 監 事 は 、

互 い に 兼 ね る こ と は で き な い 。 地 域 の 実 情 等 に よ り 役 員 を 確 保 す る こ と

が 困 難 な 場 合 等 の 例 外 的 な 場 合 に も 、 監 事 は 、 代 表 、 副 代 表 、 会 計 を 兼

ね る こ と は で き な い 。  

※ ４  教 育 委 員 会 が 運 営 団 体 ・ 実 施 主 体 と な り 地 域 ク ラ ブ 活 動 を 実 施 す る

場 合 に お い て 、 教 育 委 員 会 が 事 業 者 等 に 委 託 し て 地 域 ク ラ ブ 活 動 を 実 施

す る 場 合 は 、 本 確 認 事 項 は 適 用 し な い 。  

 

⑦  学 校 等 と の 連 携 が 適 切 に 行 わ れ て い る こ と 。  

⃞  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 活 動 方 針 や 指 導 方 針 、 ス ケ ジ ュ ー ル 等 ※ １ を

生 徒 の 在 籍 す る 中 学 校 等 と 共 有 す る こ と 。  

⃞  生 徒 の 活 動 状 況 や 活 動 実 績 等 に つ い て 、 生 徒 の 在 籍 す る 中 学

校 等 と 必 要 な 情 報 を 共 有 す る と と も に 、 情 報 を 適 切 に 管 理 す

る こ と 。 ※ ２  

⃞  教 育 委 員 会 が 学 校 と 連 携 し て 生 徒 ・ 保 護 者 等 に 対 す る 情 報 提

供 等 （ 小 学 校 高 学 年 時 の 体 験 会 、 中 学 校 等 入 学 時 の オ リ エ ン

テ ー シ ョ ン 、 ア プ リ な ど に よ る 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 実 施 状 況 等

の 情 報 提 供 等 ） を 円 滑 に 行 う こ と が で き る よ う 、 必 要 な 協 力

を 行 う こ と 。  

⃞  活 動 場 所 と し て 学 校 施 設 を 活 用 す る 場 合 や 希 望 す る 教 職 員 に

よ る 兼 職 兼 業 が 行 わ れ る 場 合 等 に は 、 そ の 円 滑 な 実 施 の た

め 、 教 育 委 員 会 や 学 校 と の 必 要 な 連 絡 調 整 を 行 う こ と 。  

※ １  平 日 の 学 校 部 活 動 と 休 日 の 地 域 ク ラ ブ 活 動 が 併 存 す る た め 、 平 日 と

休 日 の 活 動 の 一 貫 指 導 の 観 点 も 含 む も の と す る 。  

※ ２  地 域 ク ラ ブ 活 動 へ の 入 会 時 に 、 生 徒 の 在 籍 す る 中 学 校 等 と 必 要 な 情
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報 を 共 有 す る こ と に つ い て 、 生 徒 の 保 護 者 の 同 意 を 得 て お く こ と 。  

 

 

  

※  本確認書の内容を審査するため、必要に応じてヒアリングや現地

確認、根拠資料の提出等が求められることがあります。  
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様 式 第 ３ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

年   月   日  

  

 様  

 

     

佐 久 市 教 育 委 員 会      □印  

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 通 知 書  

 

 年   月   日 付 け で 申 請 の あ っ た 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 申 請

に つ い て 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 認 定 し ま す 。  

 

記  

 

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称    

 

２  認 定 期 間        年   月   日 ～  年   月   日  

 

３  留 意 事 項  
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様 式 第 ４ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

年   月   日  

  

様  

 

   

 佐 久 市 教 育 委 員 会      □印  

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 不 認 定 通 知 書  

 

年   月   日 付 け で 申 請 の あ っ た 、 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 申

請 に つ い て 、 下 記 に よ り 認 定 し な い こ と と し ま し た の で 佐 久 市 認 定

地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通 知

し ま す 。  

 

記  

 

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称  

 

２  不 認 定 の 理 由  
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様 式 第 ５ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

年   月   日  

 

 

（ 届 出 先 ） 佐 久 市 教 育 委 員 会  

 

     団 体 名                

代 表 者 氏 名              

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 変 更 届 出 書  

 

年   月   日 付 け で 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 を 受 け た         

に つ い て 、 申 請 内 容 の う ち 認 定 に 係 る 事 項 に 変 更 が 生 じ た た め 、 佐

久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 届

け 出 ま す 。  

 

 

記  

 

 

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称     

 

２  変 更 事 項           

 

３  変 更 年 月 日          

 

４  変 更 内 容         （ 新 ）  

              （ 旧 ）  

 

５  変 更 の 理 由          
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様 式 第 ６ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年   月   日  

  

   

（ 申 請 先 ） 佐 久 市 教 育 委 員 会  

 

     団 体 名                

代 表 者 氏 名              

  

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 休 止 の 届 出 書  

  

 

年   月   日 付 け 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 を 受 け た         

に つ い て 、 活 動 を 休 止 す る た め 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定

に 関 す る 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 届 け 出 ま す 。  

 

記  

 

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称     

 

２  活 動 休 止 予 定 期 間       

 

３  休 止 の 理 由          
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様 式 第 ７ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

年   月   日  

  

   

（ 申 請 先 ） 佐 久 市 教 育 委 員 会  

 

     団 体 名                

代 表 者 氏 名              

   

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 取 消 し の 申 出 書  

  

 

年   月   日 付 け で 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 を 受 け た         

に つ い て 、 佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 第 ８ 条 の

規 定 に よ り 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 取 消 し を 申 し 出 ま す 。  

 

記  

 

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称     

 

２  認 定 取 消 し の 申 出 の 理 由     
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様 式 第 ８ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

年   月   日  

 

 

様  

 

  

 佐 久 市 教 育 委 員 会      □印  

 

佐 久 市 認 定 地 域 ク ラ ブ 活 動 認 定 取 消 通 知 書  

  

年   月   日 付 け で 地 域 ク ラ ブ 活 動 と し て 認 定 し た         

に つ い て 、 下 記 に よ り 認 定 を 取 り 消 す こ と と し ま し た の で 佐 久 市 認

定 地 域 ク ラ ブ 活 動 の 認 定 に 関 す る 要 綱 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通

知 し ま す 。  

 

記  

 

１  地 域 ク ラ ブ 活 動 の 名 称  

 

２  認 定 取 消 し の 理 由  

  

 

 

 


